
岡山市大規模大会開催地元負担金交付要領  
 
（趣旨）  
第１条 岡山市内において、国際・全国大会及びこれに準ずる大会（以下「大会」

という。）を開催するものに対し、岡山市開催地元負担金（以下「負担金」と

いう。）を交付するものとし、その交付に関しては岡山市補助金等交付規則（昭

和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

要領の定めるところによる。  
 
（対象事業）  
第２条 負担金の交付を受けることのできる事業は、次の各号に掲げる大規模大

会を開催する事業（以下「対象事業」という。）とする。ただし、事業の着手

日が属する年度の３月３１日までに完了する事業に限る。  
（１）全国以上の規模の大会で、公益財団法人日本スポーツ協会又は同協会

へ加盟している競技団体が主催している大会  
（２）前号に準ずるもので、岡山市長が特に認めたもの  
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大会は負担金の交付を受けること  
 ができない。  
（１）政治的活動目的で開催するもの  
（２）宗教的活動目的で開催するもの  
（３）個人または特定企業の営利目的で開催するもの  
（４）その他不適当と認められるもの  
 

（負担金交付対象者）  
第３条 負担金の交付の対象となる者は、前条第１項各号に規定する大会の主催

又は主管団体でなければならない。  
２ 前項の規定にかかわらず、規則第２０条第１項各号に定める事由により補助

金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算

して３年を経過していない者は、負担金の交付対象としない。  
 

（負担金額）  
第４条 負担金の交付額は、下記の表に定める額の範囲内で、市長が決定する。  
 

大会規模  負担金額  

国 際 大 会 １，０００，０００円  

全 国 大 会 ５００，０００円  
 



 
２ 前項に掲げる大会については、大会規模を精査のうえ、負担金額を決定す

る。  
 

（負担金の交付の制限） 

第５条 負担金の交付回数は、同一の負担金交付対象者について、第４条に定め

る大会規模ごとに、各年度１回に限る。 

 

（申請手続）  
第６条 負担金交付対象者は、負担金の交付を受けようとするときは、負担金交

付申請書（様式１）に大会要項及び収支予算書を添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。  
    
（審査・交付）  
第７条 市長は、前条による負担金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当と認められたものについて負担金を決定し、交付する。  
 
（状況報告、着手届及び完了届の免除）  
第８条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業

等着手・完了届の提出は要しない。  
 
（実績報告）  
第９条 第７条に規定により負担金の交付決定を受けたものは、事業が完了した

ときは、その事業完了の日から起算して２０日以内に、大会実施報告書（様式

２）に、大会結果及び収支決算書を添付し、市長に提出しなければならない。 
 
（交付額の確定）  
第１０条 市長は、前条の規定により、実績報告を受けたときは、当該実績報告

書等の書類を審査し負担金の額を確定する。  
 
附 則  
この要領は、平成９年７月１８日より発効する。  
この要領は、平成１２年４月１日から施行する。  
この要領は、平成２７年４月１日から施行する。  
この要領は、公布の日から施行し、改正後の岡山市各種大会開催地元負担金交付

要領の規定は、平成３０年４月１日から適用する。  
この要領は、令和５年４月１日から施行する。  


